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「
田
園
ま
ち
づ
く
り
制
度
」
に
つ
い
て
今
年
度
か
ら
神
木
町
内
会
が
取
り
組
む

事
に
な
り
ま
し
た
。 

～
田
園
ま
ち
づ
く
り
制
度
に
関
す
る
説
明
会
開
催
～ 

９
月
５
日(

水)
 

神
木
公
民
館
に
お
い
て
、
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
内
容

は
「
田
園
ま
ち
づ
く
り
制
度
」
の
概
要
、
「
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
設
立
」
の
た
め

の
規
約
（
案
）、
そ
し
て
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
市
か
ら
説
明
が
あ
り

ま
し
た
。

ま
た
、
こ
れ
か
ら
地
元
で
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
の
疑
問
点
に
つ
い
て
の

質
疑
応
答
が
行
わ
れ
、
出
席
さ
れ
た
皆
さ
ん
で
話
し
合
い
ま
し
た
。

(

町
内
会
役
員    

人
参
加

）《
結
果
に
つ
い
て
は
裏
面
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
》

平荘町連合町内会 説明会（各町内会長）

★ 田園まちづくり制度概要、スケジュール

★ 支援申込みについて啓発

平成 19 年 6 月 2 日(土) 〈 参加人数 13 人〉

今までの主な取り組み 

神木町内会 地元説明会（町内各種役員）

★ 田園まちづくり制度、ｽｹｼﾞｭｰﾙ、質疑応答

平成 19 年 7 月 20 日(金) 〈 参加人数８人〉

神木町内会 地元勉強会（町内各種役員）

★  まちづくり協議会設立準備（規約･役員案）

平成 19 年 9 月 5 日(水) 〈 参加人数 11 人〉

神木町内会 総会  (町内全体) 
★  まちづくり協議会設立総会

平成 19 年 9 月 29 日（土） 開催予定 
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今後（9 月～１０月）の活動予定 

広報かこがわ 7 月号特集では「田園まちづくり制度」が掲載されています。

神木町内会 町内説明会（町内全体）

★ 支援申し込みについて討議（申込み決定）

平成 19 年 7 月 25 日(水) 〈 参加人数 25 人〉

制
度
の
概
要  

・
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
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〈 説明会 当日の内容 〉

【
次
回
の
開
催
に
つ
い
て
】 

 

今
後
、
こ
の
制
度
に
つ
い
て
、

神
木
町
内
会
と
し
て
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
活
動
に
つ
い
て
は
、

住
民
全
体
に
周
知
で
き
る
よ
う

に
進
め
て
い
き
、
で
き
る
だ
け
皆

さ
ん
と
話
し
合
う
機
会
を
作
っ

て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
神
木

地
区
の
す
べ
て
の
住
民
が
一
体

と
な
っ
て
、
こ
の
田
園
ま
ち
づ
く

り
制
度
に
よ
り
快
適
で
魅
力
あ

る
ま
ち
づ
く
り
計
画
を
作
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。 

次
回
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
９

月
２
９
日
に
「
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
」
設
立
総
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。 

連
絡
先 

神
木
地
区
ま
ち
づ
く
り
勉
強
会 

市からの説明 ：田園まちづくり制度、今後のスケジュール等について説明。 

⇒この制度は市街化調整区域の厳しい建築の許可基準をもう少し自由に

建築できるように緩和できる制度です。

(集落の人口減少･少子高齢化などの問題を少しでも解決できると考えられます) 

地元参加者から次のような意見がでました。（質疑応答) 

この制度は地元が主体となって取り組んでいただくものです。今後の取り組み

として、まず初めにまちづくり協議会を設立していただきたく思います。 

市は勉強会や資料作成等の支援をしていきますので、将来の「魅力あるまちづ

くり」のためにこの制度を活用して下さい。（支援業務は平成 21 年 3 月迄です） 

市から ： 今後の取り組みについて。 

質疑１：住宅区域に指定した場合、土地の税金が高くなることはありますか？

（区域指定しただけで田畑の税金が高くなっては困る）

回答１：この制度により急に市街地並みに税金が高くなることはありませんが、将

来、当地域の評価が上がり、鑑定価格が上昇するケースなどがあるかもし

れませんが今のところわかりません。

質疑２：市はどこまで（どのように）支援してくれますか？

回答２：ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)を派遣し、全体説明、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ形式の意見交換、必要

な図書の作成などの支援業務を行う予定で、H19 年度は まちづくり方針、

H20 年度は 特別指定区域指定、まちづくり実現へ向けて支援いたします。

質疑 3：特別指定区域を決めるのは利害関係が絡むので難しくないですか？

回答 3： 意向調査等を行い、充分に検討のうえ指定区域を決定していただきたいと

思います。メニュー①の地縁者の住宅区域は利害関係の面では検討しやす

いと思います。また、指定区域は必要に応じて見直すことができます。 た
だし、 計画変更手続きを行い市に届けて認定を受ける必要があります。

質疑 4：既存宅地制度が無くなったので、この制度が必要という事ですか？ 
回答 4： 全く同じではありませんが、少しでも色々な方が建築しやすくなる制度と

言えます。




